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二輪車用ＥＴＣ車載器ご購入支援キャンペーン 
ＥＴＣマイレージサービスで最大 2,000 ポイント 

（最大で 16,000 円相当の無料通行分）プレゼント

 

 

ＮＥＸＣＯ東日本／中日本／西日本（ＮＥＸＣＯ３社）では、二輪車用ＥＴＣ車載器が市販さ

れることに伴い、二輪車をご利用の方により多くＥＴＣをご利用いただくために、「二輪車用ＥＴ

Ｃ車載器ご購入支援キャンペーン」を実施します。 

 

＜キャンペーンの概要＞ 

平成１９年３月３１日までに、新規に二輪車用ＥＴＣ車載器を購入・取付け・セットアップ

（再セットアップを除く）し、ＥＴＣマイレージサービスにご登録いただいた場合、以下のと

おりＥＴＣマイレージポイントをプレゼントします。 

（１）新規に二輪車用ＥＴＣ車載器を購入・取付け・セットアップ（再セットアップを除く）

し、ＥＴＣマイレージサービスにご登録いただくと 1,200 ポイント（最大で 9,600 円相当

の無料通行分）をプレゼント 

（２）（１）のうちの先着１万名様には上記の 1,200 ポイントに加えて 800 ポイントをプレゼン

ト。合計で 2,000 ポイント（16,000 円相当の無料通行分）のプレゼントとなります。 

 

※二輪車に取付け・セットアップいただけるＥＴＣ車載器は、メーカーが二輪車用として指定したものに限

ります。 

※四輪車用のＥＴＣ車載器は、このキャンペーンの対象とはなりません。 

※プレゼントポイントは、ＮＥＸＣＯ３社のポイントとなります。宮城県道路公社のポイントとは合算でき

ますが、それ以外の会社・公社が発行したポイントとは合算できません。 

※本キャンペーンは、二輪車用ＥＴＣ車載器の市販開始以降、平成１９年３月３１日までに二輪車用ＥＴＣ

車載器を購入・取付け・セットアップ（再セットアップを除く）され、ＥＴＣマイレージサービスのご登

録を完了されたお客様が対象となります。 

※本キャンペーンのお申し込みは、対象となる二輪車用ＥＴＣ車載器でＥＴＣマイレージサービスにお申し

込みいただくことにより自動的に受付いたしますので、改めてお申し込みいただく必要はありません。 

※プレゼントポイントは、キャンペーンの対象となる方に、ご登録月の翌月２０日にプレゼントします。

（例：平成１８年１０月３１日までにご登録されたお客様で、本キャンペーン対象となる場合は、同年  

１１月２０日にポイントをプレゼントいたします。） 

 



＜二輪車特例措置の取扱い＞ 

※二輪車の自動車検査証をご提出いただくことにより、ＥＴＣ車載器がなくてもＥＴＣマイレージサービス

にご登録いただくことを可能としていた特例措置につきましては、終了させていただきます。詳しくは、

本日発表しました「ＥＴＣマイレージサービスの二輪車特例措置を終了します」のお知らせをご覧くださ

い。 

 

 

 


